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償却資産の所有者は、地方税法に基づき毎年１月１日現在の償却資産の状況を１月３１日（水） 

までに申告する必要がありますので、忘れずに○上住民税務課へ申告してください。 

なお、対象となる方にはすでに申告書を送付していますが、新たに事業を開始された方や、対

象なのにまだ申告書が届いていない方は、○上住民税務課までご連絡ください。 
 

【申告に必要なもの】●個人番号（マイナンバー）が分かるもの ●本人確認書類（運転免許証など） 

 

 

 

 

 

町政に対する皆さまのご意見やご提案をいただくため「まちづくり懇談会」を開催しています。

各地域にお伺いしますので、多くの方々のご参加をお待ちしています。 
 

月 日 曜日 開始時間 自治会 会 場 

１月 １５日 月 午後 １時３０分 東 東研修センター 

１９日 金 午後 ７時００分 南町 社会福祉会館 

２７日 土 午後 １時３０分 屯市 上湧別コミュニティセンター 

２９日 月 午後 ６時００分 登栄床 登栄床地区防災センター 

※日時の変更もございますのでご了承ください。 

※ご自身の自治会にご都合が悪く参加できない場合には、他の会場にお越しいただくこともできます。 

〈目次〉 
償却資産などの申告期限 1 月 31 日（水）まで  １ 
まちづくり懇談会 
伊藤英二さん「絵と共に生きて」講演会   ２ 
スマートフォンによる確定申告作成会 
湧別原野ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ大会ボランティア・出店者募集  ３ 
２月の当番病院 
ソープフラワーＢＯＸワークショップ参加者募集  ４ 
町ホームページに掲載するバナー広告募集 
リラ街道に花を植えてみませんか      ５ 
湧別認定こども園 開放 
 

 
五鹿山スキー場をご利用ください      ６ 
芭露スケートリンクをご利用ください     
家庭教育研修会              ７ 
みなし特定公共賃貸住宅制度 
２月のトレーニング・フィットネススクール ８ 
高齢者福祉施設空き状況          ９ 
公共施設の指定管理者決定         10 
要介護認定高齢者の方の障害者控除申請   11 
行政相談所開設  
太陽光発電設備の適正な設置に関する条例素案 意見募集  12 
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町内在住の伊藤さんは湧別町役場を退職後に独学で水彩画の技術を身に付け、昨年の３月に全

国規模の「白日会展」で最高位の「白日賞」を、引き続き全国最大規模の「第１０回日本美術展

覧会 通称日展」での入選を果たしました。今回、お話を聴ける貴重な機会ですので、ご参加を

お待ちしています 
 

【日時・会場】１月１８日（木）午前１０時～１１時４０分 

      文化センターさざ波 大ホール（栄町） 
 

【講  師】伊藤 英二さん（錦町） 
 

【参 加 料】無料 

 

 

 

 

 

 

 

 スマートフォンとマイナンバーカードを使って確定申告をすることができます。 

 確定申告会場に行くことなく、スマートフォンでいつでも申告ができるようになりますので、

この機会に作成方法を覚えて、今までよりも早く確定申告を済ませてみませんか。 

毎年同じような内容で還付申告をされている方は、特におすすめです。 
 

【メリット】スマートフォンなどオンラインで還付申告すると、通常より早く還付金が入金されます。 
 

【対 象 者】給与所得者および公的年金受給者で、下記のいずれかに該当する方。 

●社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税（ワンストップを 

除く）などによる寄付金控除を受ける方 

●年金から所得税が源泉徴収されており、還付の対象となる方 

●年末調整をされていない方 

●２カ所以上から給与をもらっている方 

対象外営業収入、不動産収入、分離課税の対象となる方 
 

【日  時】１月２９日（月）午後１時３０分開始 作成終了まで（開場：午後１時） 
 

【場  所】上湧別コミュニティセンター２階中会議室（上湧別屯田市街地） 
 

【定  員】１５人 
 

【申込方法】事前に○上住民税務課へ電話でお申し込みください。 ※先着順 
 

【持 ち 物】●ご自分のスマートフォン 

●申告される方のマイナンバーカード（４けたと６けたの電子証明書暗証番号を使います） 

      ●還付金の入金口座情報（通帳など） 

      ●源泉徴収票、各種控除証明書、医療費控除の集計表（手書きなどで作成したもの） 

※医療費控除がある方は、人ごと、病院ごとに年間の合計額を集計しておいてく 

ださい。領収書や医療費のお知らせを持参して開始前に会場で集計しても構いません。 
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スマートフォンによる確定申告作成会を開催します 
○上住民税務課 税務G ２－５８６３ 

伊藤英二さん「絵と共に生きて」講演会を開催します 
社会教育課 社会教育グループ ５－３１３２ 

日本美術展覧会入選作品「北の護岸」 
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第３８回湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会が、２月２５日（日）に開催されます。 
 

◆大会ボランティアの募集 

 例年、多くのボランティアの皆さまによるお力添えにより、おもてなしの大会として盛会に開

催され、参加者の方々からとても喜ばれています。今年も、本大会のお手伝いをしていただける

方を募集しています。 
 

【日  時】２月２５日（日）午前９時ごろ～午後７時ごろで都合の良い時間 

【内  容】選手の案内・接待など 

【申込方法】２月９日（金）までに○上商工観光課へお申し込みください。 

【そ の 他】昼食・夕食は主催者で用意します。 
 

◆出店者の募集 

 大会ゴール地点の文化センターＴＯＭに出店を希望される商工業者を募集しています。 

※出店は大会協賛商工業者に限ります。 
 

【出 店 日】２月２５日（日） 

【出店場所】文化センターＴＯＭ敷地内 

【申込方法】○上商工観光課に備えてある出店許可申請書を、２月９日（金）までに提出してく

ださい。 

 

 

 

 

 
 

月 日 内科当番 外科当番 

２月 ４日（日） 
コスモスクリニック 

（℡０１５８－４９－２７００） 

遠軽共立医院 

（℡０１５８－４２－５２１５） 

２月１１日（日） 
みずしま内科クリニック 

（℡０１５８－４２－３２１４）  

曽我病院 

（℡２－２００１）  

２月１２日（祝） 
遠軽厚生病院 

（℡０１５８－４２－４１０１） 

２月１８日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（℡０１５８－４２－８０４８） 

遠軽共立医院 

（℡０１５８－４２－５２１５） 

２月２３日（祝） 
遠軽厚生病院 

（℡０１５８－４２－４１０１） 

２月２５日（日） 
はやかわクリニック 

（℡０１５８－４２－２５２５） 

遠軽厚生病院 

（℡０１５８－４２－４１０１） 

 

 

２月の当番病院のお知らせ 
○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会開催に係る 

大会ボランティアおよび出店者を募集しています 
○上商工観光課 商工観光グループ ２－５８６６ 

課      G  
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せっけんで作られているお花を自由に組み合わせて、世界に一つだけのソープフラワーＢＯＸ

を作ってみませんか。ふわっと香る匂いにも癒されます。ぜひこの機会にご体験ください。 
 

【日  時】２月１８日（日）午前１０時～正午 
 

【場  所】文化センターＴＯＭ 大ホール（中湧別中町） 
 

【講  師】アトリエ Chiro主宰 渡邊 千晶さん 

      ※道新文化センター講座（北見市）でもご活動中です。 

【参加対象・定員】町内在住の方 ２０人 
 

【持 ち 物】なし 
 

【材 料 費】１,０００円（当日お支払いください） 
 

【申込方法】参加ご希望の方は、右記の申し込みフォームか、社会教育課まで電話    

でお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 町ホームページは、年間５０万件を超えるアクセスがあります。町ホームページをお店のおすすめ

商品・サービスのＰＲや、会社のイメージアップなどに活用してみませんか。 
 

【掲載場所】 

 

 

 

 

 

 

 

【対 象 者】自らのホームページをもつ民間事業者および団体 
 

【掲載期間】４月１日～令和７年３月３１日のうち、１カ月以上 
 

【掲 載 料】１カ月３,０００円 

※複数月のお申し込みで、最大２０％割り引きがあります。 
 

【申込期間】３月８日（金）まで 
 

【申込方法】詳しくは、町ホームページをご覧ください。 
 

【そ の 他】バナー広告のデザインと製作費は、申し込み者でご負担ください。 

町で制作代行は行いません。 

掲載場所 枠数 ページ 

くらし・行政サイト（町民向けページ）トップページ下部 ６枠 

 

観光・イベントサイト（観光客向けページ）トップページ下部 ６枠 

 

“香りも楽しめる”ソープフラワーＢＯＸを作ってみませんか 

ソープフラワーＢＯＸワークショップの参加者を募集します 
社会教育課 社会教育グループ ５－３１３２ 

課      G  

 

申し込みフォーム 

町ホームページに掲載するバナー広告を募集します 
○上総務課 広報・自治会Ｇ ２－２１１２ 

バナー広告募集詳細 

令和６年１月１０日発行 No.343 



- 5 - 

 

 

 

 多くの方々の憩いの場所であるリラ街道の花壇づくりボランティア「リラ街道応援団」の新規

参加者を募集します。リラ街道をきれいな花でいっぱいにしましょう。 
 

【活動期間】５～１０月末ごろの約６カ月間 
 

【活動内容】下記の活動範囲のうち管理できる範囲で、花壇の植えつけや除草などの維持管理を 

行っていただきます。 
 

【募集区画】文化センターさざ波付近の２区画 
 

【募集期間】２月２０日（火）まで 
 

【費用負担】花苗と肥料代および新規区画の看板作成費用相当額を町が負担します。なお、金額 

は区画場所で決まっています。 
 

【活動区画】４月中旬に文書などで活動内容をご案内し、区画を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の日程で湧別認定こども園を開放します。普段は見られない、子どもたちが活動する様子を

ご覧ください。 
 

【日  時】１月１９日（金）午前９時～１１時 
 

【申込方法】事前申し込みは不要です。ご自由にお越しください。 
 

【問い合わせ先】湧別認定こども園 ℡５－２２３４ 

 

 

 

 

 

リラ街道に花を植えてみませんか 
○上建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 

 

湧別認定こども園を開放します 
○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

文化センター 

さざ波 

令和６年１月１０日発行 No.343 
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運動不足になりがちな冬期間の健康増進のため、五鹿山スキー場のご利用をお待ちしています。 
 

【営業時間】午前１０時～午後９時 

【営業期間】３月２０日（祝）までを予定 

【リフト料金】 

 

 

 

 

 
 

【そ の 他】利用開始・終了期間、開設コースは、天候により変更する場合があります。 

電話または町ホームページにて状況をご確認ください。 
 

◆クロスカントリースキー練習コース 

五鹿山スキー場内のクロスカントリースキー練習コースは、積雪状況によりご利用できない場

合がありますので、事前に五鹿山スキー場へお問い合わせください。 
 

【練習コース】 

レベル 距離 特徴 コース 

初級 約８００ｍ 傾斜がゆるやかでスケーティング可能 町ホームページから 

ご確認ください。 中級 約２.５ｋｍ アップダウンなど変化に富むコース 

上級 約４.５ｋｍ きついアップダウンあり 
 

【開放時間】午前９時～午後４時（夜間照明はありません。） 

【問い合わせ先】五鹿山スキー場 ℡２－３１１１ 

 

 

 

 

 

本格的なウインターシーズンを迎え、子どもから大人まで多くの方のご利用をお待ちしていま

す。天候により、利用開始・終了期間については変更する場合もありますので、お電話または町

ホームページでご確認ください。 
 

【場  所】芭露スケートリンク（芭露学園奥、旧芭露プール横） 

【利用時間】午前９時～午後９時（夜間照明完備） 

【利用期間】２月２８日（水）までを予定 

【使 用 料】無料 

【そ の 他】●保護者の方が観覧できるよう、暖房付きの小屋があります。 

●天候が悪く利用できない場合は、赤旗を立てます。 

 

リフト券 高校生以上 中学生以下 

１回券 １００円 ５０円 

１１回券 １,０００円 ５００円 

１日券（午後４時まで） １,５００円 ７５０円 

ナイター券（午後４時から） ７５０円 ３００円 

シーズン券 １５,０００円 ５,０００円 

五鹿山スキー場をご利用ください 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

令和６年１月１０日発行 No.343 

芭露スケートリンクをご利用ください 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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お子さんの成長に欠かせない食事や、身体、心のことなど、ご家庭で今日から生かせる情報が

たくさんあります。ぜひ、お友達をお誘いあわせのうえご参加ください。 
 

【日 程】２月４日（日） 
 

【時 間】午前１０時～正午（受付開始：午前９時４５分） 
 

【定 員】２０人 
 

【講 師】佐々木 十美さん 

     １９７２年から置戸町立学校給食センターの栄養士を務めてきた「給食の母」。２００ 

７年からは置戸町立置戸小学校栄養教諭を兼務し、定年退職した現在は置戸町の「食 

のアドバイザー」として町内での活動のほか、料理講習や講演で全国を飛び回る。 
 

【場 所】文化センターさざ波 実習室（栄町） 
 

【参加料】無料 
 

【持ち物】なし 
 

【申込方法】１月２５日（木）までに教育委員会社会教育課まで電話、または右記の 

申し込みフォームからお申し込みください。 
 

【主 催】湧別町教育委員会 
 

【後 援】湧別町ＰＴＡ連合会 
 

【協 賛】ボランティア協力員の皆さま 

 

 

 

 

 

 みなし特定公共賃貸住宅制度とは、本来低所得者向けの住宅である町営住宅を、中堅所得者の

方に対して入居できるようにする制度です。 

町営住宅に空室がある場合であっても、入居申請者の月額所得が審査基準を超えている場合に

は入居することができませんが、このたび、みなし特定公共賃貸住宅制度にて活用できる住宅の

範囲を拡大したので、町営住宅入居審査時の月額所得が審査基準を超えていても、入居できる場

合があります。 

町内で住宅を探している場合は、○上建設課までご相談ください。 
 

※月額所得：入居者全員の年間収入額より算出した所得総額から、該当するすべての控除額を差

し引いた金額を１２で割って算出した金額のこと 
 

従来の月額所得審査基準 みなし特定公共賃貸住宅制度適用後 

１５万８千円まで ４８万７千円まで拡大 

 

 

 

 

家庭教育研修会を開催します 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

申し込みフォーム 

みなし特定公共賃貸住宅制度をご活用ください 
○上建設課 管理G ２－５８６９ 

令和６年１月１０日発行 No.343 
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町民の皆さまに運動の重要性や楽しさを知っていただくためのサポート役として、３月まで毎

月２回から３回程度、定期的に専門のインストラクターの指導が受けられます。希望するスクー

ルにお申し込みください。※定員になり次第締め切ります。 
 

【トレーニングスクール】～トレーニングマシンを使用して筋力アップ～ 

●２月１日（木）「O脚・X脚・骨盤のゆがみを整えて、骨から美脚を目指そう！」   

【時間】午前１０時～正午 

【会場】湧別総合体育館アリーナ、２階トレーニングルーム 

【定員】２０人 
 

【フィットネススクール】～参加者みんなで運動の重要性を理解しよう～ 

●２月１５日（木）「自律神経を整える、心と呼吸のストレッチ！」 

【時間】午前１０時～正午 

【会場】湧別総合体育館アリーナ、２階トレーニングルーム 

【定員】２０人 

●２月２１日（水）「プロのトレーナーが伝授！硬い体が驚くほど気持ちよく伸びる自重ストレッチ！ 

～スポーツ時にケガをしないカラダづくりを学ぼう～」 

【時間】午後６時～８時 

【会場】湧別総合体育館アリーナ、２階トレーニングルーム 

【定員】２０人 
 

【参 加 料】無料 
 

【講  師】㈱スポーツクラブ PHYSIT トレーナー 
 

【対  象】町内にお住いの方 
 

【持 ち 物】運動できる服装、運動靴、タオル、飲み物     
 

【申込方法】各スクール開催日の２日前までに、申し込みフォームか電話 

（社会教育課：℡５-３１３２）でお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月のトレーニング・フィットネススクール 
教育委員会 社会教育課 社会教育G ５－３１３２ 

 
 

申し込みフォーム 

湧別町公式 （ノート） 

誰でも好きな記事を見られるインターネットサイト「note（ノート）」

に、湧別町公式ノートを開設しています。 

文章と写真により町の風景や観光名所、産業など町の魅力を発信します。 

をよろしくお願いします 
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１２月１９日現在の町内高齢者福祉入所施設の空き状況は次のとおりです（現在とは異なる場

合があります）。待機者がいても、空床・室数に空きがある施設に入所できる場合がありますの

で、詳しくは各施設にお問い合わせください。 
 

分類 事業所名 住所 電話番号 
定員 
･ 

室数 

空床 
･ 

空室 

待機者 

すぐに 

入居を希望

する方 

すぐに 

入居を希望

しない方 

合計 

特別養護 

老人ホーム 

※１ 

湧別オホーツク園 

東 5-3660 

40人 0 21 22 43 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
20人 0 3 １ 4 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 20人 0 3 １ 4 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

40人 0 16 27 43 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
20人 0 ６ 13 19 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 18人 0 2 ２ 4 

有料老人 

ホーム 

向日葵 中湧別東町 8-7725 38人 ０ ０ ０ 0 

リビングケア･ 

オリーブ 
中湧別中町 4-1760 

１人用 

13室 
0 0 ５ 5 

夫婦用 

２室 
0 ０ ０ ０ 

高齢者 

賃貸住宅 

在宅支援型住宅 

湖水の杜 
芭露 4-5525 ５人 ０ ５ 4 9 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

24室 
０ 23 ７ 30 

夫婦用 

３室 
0 2 3 5 

 

※１ 入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。 

※２ 入所するには要介護認定が必要な施設です。 

※３ 地域密着型施設のため、湧別町民の方のみが入所できる施設です。 

※４ 日常生活で自立している方が入所できる施設です。（要介護者は入所できない場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 
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下記の施設につきまして、４月１日からの新しい指定管理者が公募により決定しましたのでお

知らせします。 
 

【指定期間】●Ａ、Ｂ、Ｃグループ、かみゆうべつ温泉チューリップの湯 

４月１日～令和１１年３月３１日（５年間） 

      ●Ｄグループ 

       ４月１日～令和９年３月３１日（３年間） 
 

指定単位および施設の名称 指定管理者 

Ａグループ（13施設） 
 

湧別総合体育館、武道館、郷土館、湧別屋内 

ゲートボール場、湧別プール、五鹿山パーク 

ゴルフ場、芭露パークゴルフ場、芭露畜産研修 

センター、芭露ファミリースポーツセンター、 

中湧別総合体育館、中湧別野球場、上湧別ソフト

ボール場、上湧別農村環境改善センター 

東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 
 

シダックス大新東 

ヒューマンサービス㈱ 

代表取締役  山田 智治 

Ｂグループ（5施設） 
  

文化センターＴＯＭ、中湧別ゲートボール場、 

文化センターさざ波、湧別運動公園、地場産品

加工センター 

Ｃグループ（3施設） 
  

Family愛 Land You、三里浜キャンプ場、 

五鹿山キャンプ場 

Ｄグループ（2施設） 
 

宿泊施設しらかば、緑地等管理中央センター 

レイクパレス 

かみゆうべつ温泉チューリップの湯 

紋別郡湧別町上湧別屯田市街地３０１５番地５ 
 

沢口産業㈱ 

  代表取締役 吉田 昌子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設の指定管理者が決定しました 

○上企画財政課 財政Ｇ ２－５８６２ 
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次の基準を満たす要介護認定高齢者の方は、「障害者控除対象者認定書」を受け取ることがで

きます。これは、確定申告や住民税の申告で税控除を受けるために必要な証明書です。毎年申請

が必要ですので、忘れずに申請してください。 
 

【対 象 者】令和５年１２月３１日現在、介護保険法に基づく要介護認定を受けた６５歳以上

の方で、認定となった状態が調査などにより下記対応表の「日常生活自立度判定

基準」に該当する方。 

       なお、身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて

いる方は、手続きは必要ありません。 

ただし、手帳の障害区分では税控除区分の「障害者」に該当し、「日常生活自立

度判定基準」では「特別障害者」に該当する方は、申請手続きが必要です。 
 

 

日常生活自立度判定基準 

（介護保険認定調査結果） 各手帳所持者の障害区分 

認知症度 寝たきり度 

税
控
除
区
分 

障害者 Ⅱ以上に該当 Ａに該当 

身体障害者手帳 ３～６級 

療育手帳 Ｂ区分 

精神障害者保健福祉手帳 ２～３級 

特別障害者 ⅣまたはＭに該当 ＢまたはＣに該当 

身体障害者手帳 １～２級 

療育手帳 Ａ区分 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

※この判定基準は、認知症高齢者または障害高齢者の「日常生活自立度判定基準」に基づきます。 
 

【必要なもの】認定者の印鑑 
 

【申 請 先】○湧福祉課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 
 

【問い合わせ先】●障害者控除対象者認定書について ○湧福祉課   ℡５－３７６１ 

●確定申告、所得税について   紋別税務署   ℡０１５８－２３－２１９１  

●住民税の申告について     ○上住民税務課 ℡２－５８６３ 

 

 

 

 

 

国や北海道、市町村が行う仕事や手続き、サービスについて困っていることはありませんか。

国から委嘱されている行政相談員が行政相談所を開設し、皆さんの相談に応じます。相談は無料

で、秘密は固く守ります。一人で悩まず気軽にご相談ください。 
 

日程 場所 行政相談員 

１月１７日（水） 
 

午後１時３０分～３時30 分 
文化センターＴＯＭ（中湧別中町） 水野 豊さん 

 

要介護認定高齢者の方が障害者控除を受けるには申請が必要です 
○湧福祉課 高齢介護G ５－３７６１ 

行政相談所を開設します 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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町では、事業者による太陽光発電設備の適正な設置を推進する条例の制定に向け「湧別町太陽

光発電設備の適正な設置と地域との調和を推進する条例（素案）」を作成しました。 

つきましては、広く町民や関係者の皆さまの多様な意見などを反映させた条例とするため、次

のとおりご意見を募集しています。 
 

【募集案件】湧別町太陽光発電設備の適正な設置と地域との調和を推進する条例（素案） 
 

【対 象 者】①町内に住所を有する方 

      ②町内に事務所、事業所を有する個人、法人、その他の団体 

③町内に事務所、事業所に勤務する方 

      ④町内の学校に在学する方 

      ⑤対象案件に利害関係を有する方 

 

【資料の閲覧場所】○上企画財政課、湧別庁舎（１階ロビー）、中湧別図書館、 

湧別図書館、町ホームページ 

 

【募集期間】２月４日（日）まで 

 

【提出方法】指定様式に記入のうえ、下記の①～⑤のいずれかで提出してください。 

①直接持参：○上企画財政課、○湧福祉課、中湧別出張所 

②郵  送：〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

湧別町役場 企画財政課 

③Ｆ Ａ Ｘ：２－２５１１ 

④メ ー ル：kikaku＠town.yubetsu.lg.jp 

⑤電子申請：右記の電子申請フォームから送信してください 

 

【提出様式】資料の閲覧場所に「パブリックコメント手続意見提出用紙」を備えています。ま

た、町ホームページからダウンロードできます。 

 

【留意事項】①ご意見などを提出する際は、氏名、住所および連絡先を必ず記載してください。 

なお、町外に在住されている場合には、通勤先や通学先を記載し、利害関係を有 

する場合には、その利害関係を記載してください。 

※提出された方の氏名、住所は公表しません。 

②提出されたご意見などは、条例案に反映できるかどうかを考慮したうえで最終的 

な条例案を作成します。 

③提出されたご意見などは個別の回答を行わず、類似の意見をまとめ、町の考え方

を公表します。 

 

太陽光発電設備の適正な設置に関する条例素案について 

パブリックコメント（意見募集）を実施しています 
○上企画財政課 未来づくりG ２－５８６２ 

町ホームページ 

電子申請フォーム 
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